
東北地方整備局　  岩手河川国道事務所

  災害対策本部（警戒体制：河川、警戒体制：砂防）は継続中です

１．引き続き実施している管内の通行規制

【今回全面通行止めを実施している区間及び迂回路】
国道４号　岩手県岩手郡岩手町大字川口第１２地割字二ツ森

～岩手県岩手郡岩手町大字川口第６地割字雪浦平地内
＊迂回路：一般県道岩手川口停車場線～町道川口北通線（旧国道４号）

国道４６号　岩手県雫石町橋場～秋田県仙北市田沢湖生保内地内
＊迂回路：県道１号（盛岡横手線）～国道１０７号～国道１３号

２．通行規制の情報収集方法

岩手河川国道事務所又は秋田河川国道事務所ホームページ、道路情報板、
４６NAVI（ヨンロクナビ）、日本道路交通情報センター他

　　岩手県盛岡市上田四丁目２－２
（河川・砂防担当）調査第一課長：福田　修（内線３５１）
 ＴＥＬ　０１９－６２４－３１６６（調査第一課直通）
（道路担当）道路管理第一課長：三浦　邦彦（内線４３１）
 ＴＥＬ　０１９－６２４－３２８９（道路管理第一課直通）
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平成２５年　９月１７日　６時００分発表

　９月１６日１７時４８分から降雨の影響で「全面通行止め」をしていました国道４号
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子～岩手県岩手郡岩手町大字五日市第１２地割字下苗代沢
地内までの区間について、今後区間内の盛岡市玉山区渋民地内（船田橋付近）の水位が
低下し橋梁の安全を確認したため、９月１７日６時００分に通行止めを解除しました。

大雨による防災情報（河川・砂防・道路）について（第８報）

　なお、今後の通行規制等の情報収集方法としては、以下を参照して下さい。引き続き
道路利用者のご理解とご協力をお願いします。

大雨による全面通行止め解除のお知らせ
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